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営業時間　平日午前8時30分から午後5時15分（土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く）

◎図書館の12月特集コーナー
【一般】ゆく年、くる年、お役立ち本　【児童】たのしい♪みんなのクリスマス

図書館からのお知らせ 市図書館「煥章館」  ☎32‒3096  FAX32‒3098問合  

大規模開発構想届の縦覧
開発事業者  株式会社 尾田電送
代表取締役社長　尾

お

田
だ

　定
さだ

之
ゆき

事業名  尾田電送事務所･車庫新築工事
内容  事務所･車庫の新築
場所  新宮町680番1外15筆
開発面積  4,495.98㎡
延べ床面積  1,730.61㎡
縦覧場所  建築住宅課（本庁3階）
縦覧期間  12月17日㈪まで
意見書提出期限  12月25日㈫
問合  建築住宅課　☎35-3159

市民課窓口延長および証明
書コンビニ交付サービスの
一時休止
　システム改修に伴い、下記の期間、
市民課の窓口延長サービス（証明書発
行、住民異動届出、国民健康保険手
続きなど）および証明書コンビニ交付
サービスを休止します。
●窓口延長サービス休止
停止期間  12月15日㈯、16日㈰
※戸籍の届出は宿日直で受け付けます。
●証明書コンビニ交付サービス停止
停止期間  12月19日㈬
問合  市民課　☎35-3496

市民の健康講座（煥章館）
日時  12月15日㈯　14:00～16:00
場所  市図書館「煥章館」（馬場町2）
 定員  100人（入場無料、申込不要）
内容  ①高山市･地域包括ケアシス
テムと私の健康（予防は治療に勝る）
― 飛驒はひとつ ―
講師 :竹

たけ

中
なか

　勝
かつ

信
のぶ

さん
　　 （高山赤十字病院副院長）
②転ばぬ先の歯の用心 ―よい歯で　
　よくかみ　よいからだ―
講師 :大

おお

埜
の

間
ま

　勉
つとむ

さん
　　 （おおのま歯科クリニック院長）
③薬局を選ぼう！薬局を育てよう！
講師 :和

わ

仁
に

　寿
とし

彦
ひこ

さん
　　 （㈲和仁調剤薬局代表取締役、　
　  　高山市薬剤師会会長）

第9回 上映会
「最高の人生のつくり方」
（2014年アメリカ･94分）
日時  12月16日㈰  14:00～、19:00～
場所  市図書館「煥章館」（馬場町2）
定員  100人（入場無料、申込不要）

おはなし会スペシャル
　季節にちなんだ絵本の読み聞かせ
や紙芝居などを行います（入場無料、
申込不要）。
●清見分館
日時  12月8日㈯　10:30～11:30
場所  きよみ館（清見町三日町）
●一之宮分館
日時  12月8日㈯　10:30～11:30
場所  一之宮公民館（一之宮町）

イクメンおはなし会
　図書館の男性スタッフによる「読み
聞かせでスキンシップ」をテーマとし
たおはなし会を開催します。おはな
し会の間に、親子でできるふれあい
遊びや読み聞かせのポイントなどを
紹介する読み聞かせ講座も行います。
おはなし会に参加したことのないお
父さん、お祖父さんもぜひご参加く
ださい（入場無料、申込不要）。
日時  12月9日㈰　14:00～ 14:30
場所  市図書館「煥章館」（馬場町2）
定員  30人

お  し  ら  せ
確定申告に「利用者識別番  
号」が必要になりました
　平成30年分の確定申告から、市役所
および各支所の申告相談会場で確定申
告書を作成する際は、原則として国税電
子申告（e-Tax）の「利用者識別番号」を
取得していただく必要があります。
　なお、利用者識別番号の取得が必要
と思われる方には、10月末に案内文
書をお送りしています。
　今年度も同会場で申告する予定があ
り、利用者識別番号の取得がお済でな
い方は、早急にお手続きをお願いしま
す。
　ご不明な点は、高山税務署または市
役所税務課までお問い合わせくださ
い。
※高山税務署では、確定申告時期のア
　ルバイトを募集しています。
問合  高山税務署 管理運営部門
　　  ☎32-1022
　　  市役所 税務課　☎35-3626

無事故で年末笑顔で年始
　年末の交通安全県民運動
　　12月11日㈫～20日㈭
運動の重点
・夕暮れ時と夜間（特に『魔の時間帯午後 
　4時～ 8時』）における交通事故防止
・飲酒運転の根絶
・すべての座席のシートベルトとチャ
　イルドシートの正しい着用の徹底

広報たかやまをあなたの
スマホにお届けします
無料広報アプリ

「マチイロ」で配信中
ダウンロードはこちらから

問合
広報情報課　☎35‒3134
広報ID 1008366

建物を新築・増改築・取り壊しなどされた方はご連絡ください
　平成30年中に建物を新築・増改築・取り壊しされた方、または売買などにより登
記の無い建物の所有権を移転された方は、税務課までご連絡ください。現地調査を
行い、平成31年度からの固定資産税に反映させていただきます。
　納税は便利な口座振替をご利用ください。
問合  税務課　☎35-3627

蔵書点検による煥章館の休館
12月2日㈰～ 8日㈯


